
JP 6042504 B2 2016.12.14

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プレート状の脆性材料の端部強度を測定する方法であって、
　・　対向する２つの側面（１０、１１）および試料（１）の長手方向（５）に延びる２
つの縦方向の端部（１２、１３）を有する、脆性材料製のストリップ状の試料（１）を準
備し、その際、
　・　ストリップ状の試料（１）の２つの端部（１５、１６）の各々を保持具（２、４）
に接続し、且つ、
　・　前記２つの保持具（２、４）を引き離すことにより、ストリップ状の試料（１）が
、その長手方向（５）に向く引張応力に供され、その際、
　・　引張力が２つの縦方向の端部（１２、１３）の間を走る試料（１）の中心線（１８
）に対して非対称に伝達されることにより、縦方向の端部（１２）の一方の上に、対向す
る縦方向の端部（１３）の上よりも高い引張力が印加され、且つその際
　・　試料（１）が破壊するまで引張力を増加し、且つ
　・　試料（１）の破壊時の引張力を記録する、
前記方法。
【請求項２】
　さらに、前記保持具（２、４）の力の伝達具がストリップ状の試料（１）の中心線（１
８）に対して試料（１）の縦方向の端部（１２、１３）の一方の方へ偏るように、前記保
持具（２、４）を試料（１）に固定することを特徴とする、請求項１に記載の方法。
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【請求項３】
　さらに、前記保持具（２、４）を、接着接続部（７）によって試料（１）に接続するこ
とを特徴とする、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　さらに、前記保持具（２、４）を、試料（１）の側面（１０、１１）の１つの片側上で
固定することを特徴とする、請求項１から３までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　さらに、保持具（２、４）の少なくとも１つが試料（１）に平坦に接続され、その際、
固定領域は試料（１）の幅の少なくとも３／４にわたって延びる幅を有することを特徴と
する、請求項１から４までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　さらに、保持具（２、４）を、より高い引張力が印加される縦方向の端部（１２）から
固定表面領域が距離をおかれるように、試料（１）に平坦に固定することを特徴とする、
請求項１から５までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項７】
　さらに、複数の試料（１）が同時に引き離され、その際、それらを引き離すための引張
力が共通の加圧作動流体（３５）を使用することによって気圧式または液圧式で生成され
ることを特徴とする、請求項１から６までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　さらに、長さが少なくとも幅の２倍の長さである試料（１）が使用されることを特徴と
する、請求項１から７までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　プレート状のガラス物品の製造方法であって、前記ガラス物品の試料について端部強度
を請求項１から８までのいずれか１項に記載の方法によって検査し、その端部強度に基づ
いて最小の曲げ半径を測定し、且つ、前記試料が得られた前記ガラス物品と同様である他
のガラス物品を曲げ、その際、曲げ半径は測定された最小曲げ半径を超過しない、前記方
法。
【請求項１０】
　ガラス物品としてガラスリボンを製造し、且つその製造後にガラスリボンをロールへと
巻き取り、その際、ロール内側でのガラスリボンの曲げ半径が最小曲げ半径を超過しない
、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　高い破壊強度を有するプレート状のガラス物品を提供するための方法であって、
　・　請求項１から８までのいずれか１項に記載の方法によって、複数の試料（１）を使
用して、各々の試料（１）が破壊する引張応力を測定し、
　・　それらの値から、各々の試料（１）が破壊する際の引張応力に相応する曲げ半径Ｒ

iの平均値＜Ｒ＞を計算し、且つ前記平均値＜Ｒ＞を使用して、
　・　分散ｓを
【数１】

によって計算し、その際、
　・　試料（１）と同じガラス材料製のガラス物品を曲げて、前記ガラス物品が曲げ半径
ＲPTまたは相応の引張応力に耐えるかどうかを試験し、その際、
　・　前記曲げ半径ＲPTは、相対分散ｓ／＜Ｒ＞に依存する半径Ｒmin～Ｒmaxの範囲内に
あるように選択され、その際、
　・　半径ＲminおよびＲmaxは、
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【数２】

によって与えられる、前記方法。
【請求項１２】
　請求項１から１１までのいずれか１項に記載の方法の、予め規定された曲げ半径を有す
る曲げ荷重下で予め規定された破壊強度を有するプレート状のガラス物品の製造のための
使用であって、ガラス物品の少なくとも１つの端部が、その端部の長さ全体に沿って曲げ
半径ＲPTを有する曲げ荷重に耐え、その際、曲げ半径は、

【数３】

の範囲内にあり、ここで＜Ｒ＞は平均値であり、且つ
【数４】

は、ガラス物品のガラス材料と同じガラス材料製の複数のＮ個の試料（１）の破壊時の曲
げ半径の分散であり、その際、各々の試料（１）が破壊する際の曲げ半径Ｒiが、請求項
１から８までのいずれか１項に記載される、平坦な試料（１）の破壊強度を調査するため
の方法を用いて測定される、
前記使用。
【請求項１３】
　さらに、前記ガラス物品が少なくとも２０メートルの長さを有する薄いガラスリボン（
１００）であることを特徴とする、請求項１２に記載の使用。
【請求項１４】
　プレート状の脆性材料の端部強度を測定するための装置（２９）であって、
　・　脆性材料製のストリップ状の試料（１）の端部を固定するための２つの離れた保持
具（２、４）、並びに
　・　前記保持具（２、４）の１つの上に引張力を印加することにより、引張力が前記保
持具（２、４）の１つに固定されたストリップ状の試料（１）の長手方向に伝達するよう
に設定された引張試験装置（３０）
を含み、その際、
　・　前記引張試験装置（３０）がさらに、引張力を連続的に増加させ、且つ印加された
引張力下で試料が破壊した際の引張力または引張力に相応する値の現在の値を表示または
記録するように設定され、且つその際、前記保持具（２、４）は、
　・　前記引張試験装置（３０）の引張力を前記保持具（２、４）上に伝達するための力
の伝達具を有し、その際、
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　・　力の伝達具が、引張方向に対して垂直に見て前記保持具（２、４）の固定部（１３
）の中心に対して側方に偏って配置されていることにより、前記保持具（２、４）に固定
された試料（１）の縦方向の端部上の引張力が異なっている、
前記装置。
【請求項１５】
　さらに、前記引張試験装置（３０）は、気圧式または液圧式の引張装置（３２）を含む
ことを特徴とする、請求項１４に記載の装置。
【請求項１６】
　さらに、気圧式または液圧式の引張装置（３２）の作動液（３５）の圧力を記録するた
めの圧力センサ（３４）を含む、請求項１５に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に、材料の強度パラメータの測定に関する。特に、本発明は脆性材料、例
えばガラス、ガラスセラミックまたはセラミックの強度の測定に関する。本発明はより好
ましくはガラス板の破壊強度の測定のために使用される。
【背景技術】
【０００２】
　脆性材料は、例えば荷重下での破損に関して延性材料とは異なる挙動をする。延性材料
、特に多くの金属は、曲げ荷重または引張荷重下で弾性限界までは伸長し、その後、比較
的よく定義された荷重で破壊する。対照的に、脆性材料の破壊は、材料の特性値の観点で
の強度限界では起こらず、むしろ作用している引張応力に依存する確率でランダムに起き
る。破壊確率分布（例えば正規分布またはワイブル分布）のパラメータは主として試料の
加工に依存するが、延性材料とは対照的に、それらは材料にはわずかにしか依存しない。
【０００３】
　脆性材料の強度における知見を得るためには、破壊試験を行う必要がある。破壊強度分
布のパラメータはとりわけ、それらの試験から導出することができる。
【０００４】
　脆性材料製のプレート状の部品が曲げに供される場合、さらなる効果は、強度が部品の
端部の破壊強度によって本質的に測定されることである。その際、表面領域において生じ
る破壊は、部品のエッジの１つに起因する破壊よりもまれである。
【０００５】
　薄いガラスの端部強度を非接触式で測定できる方法が公知である。公開特許公報ＵＳ２
０１４／００８３１９８号Ａ１は、例えばプレートが端部に沿って局所的且つ非接触式で
加熱される方法について記載している。これはプレート端部での引張応力の生成をもたら
す。しかし、この方法を使用した測定は時間がかかり、統計的な強度のデータを得るため
にもプロセスをモニターするためにも適していない。さらには、それらは基本的には低い
膨張率を示す（熱膨張係数が低い）ガラス、例えば電子素子内で使用されるものの場合に
は失敗している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】ＵＳ２０１４／００８３１９８号Ａ１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、脆性材料製のプレート状の部品の端部強度を測定できる改善された測定方法
および相応の測定装置を提供するという課題に基づいている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
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　本発明の課題は、独立請求項の対象によって解決される。有利な実施態様および本発明
の改良態様は、それぞれの従属請求項内に示される。
【０００９】
　本発明を以下で、添付の図に基づいて説明する。図面において、同一の参照番号は同一
または相応の要素に関する。以下の図面が示される：
　図１　プレート状の脆性破壊部品の破壊強度を測定するための従来の測定装置、
　図２　脆性材料製のストリップ状の試料であって、その端部に本発明による測定装置の
保持具を備えられた前記試料、
　図３　図２に図示された装置の試料端部上の平面図、
　図４　ストリップ状の試料における同一の機械的応力の線（等値線）の分布、
　図５　本発明による方法を行うための測定装置、
　図６　本発明によって測定された曲げ半径を有するガラスリボンのロール、
　図７～９　破壊試験から得られた統計的パラメータの関数としての、ガラス物品の曲げ
試験のための最大曲げ半径および最小曲げ半径、
　図１０　ローリングにより、予め規定された曲げ半径を有する局所的な曲げが印加され
たガラスリボンの形態でのガラス物品。
【００１０】
　ガラス物品の機械的特性の評価における基本的な問題は、第一に、脆性材料の強度の統
計的な性質である。ガラスは、例えば延性材料の場合のような弾性限界の観点における強
度は有さず、むしろ例えば平均値および散乱によって特徴付けられる破壊統計を有する。
従ってガラス強度の測定は、適切な数のランダム試料において行う必要がある(例えばＫ
．　Ｎａｔｔｅｒｍａｎｎ，　Ａ．　Ｈａｂｅｃｋ：　“Ｂｒｕｃｈｓｔａｔｉｓｔｉｋ
”　［破壊統計］、“Ｆｅｓｔｉｇｋｅｉｔ　ｖｏｎ　Ｇｌａｓ－Ｇｒｕｎｄｌａｇｅｎ
　ａｎｄ　Ｍｅｓｓｖｅｒｆａｈｒｅｎ”　［ガラスの強度－基本および測定方法］内、
ＩＳＢＮ３－９２１０８９－３０－１を参照）。特に、生産をモニターするためには、傾
向の方向／目標値のずれを示すためのいわゆる管理図が有用である（例えばＩＳＯ　７８
７０による）。
【００１１】
　２点曲げ法によって、薄いガラスの端部強度を測定することができる。図１はこの方法
を行うための測定装置２を示す。この方法においては、薄いガラスの試料１０が２つの支
持プレート２５、２６の間で挟まれ、その後、それらのプレート２５、２６を寄せること
によって曲げられる。
【００１２】
　この場合、不均一な状態の応力（試料１０の中央で最大）が試料にわたって生じる。従
って、試料１０の曲げ半径も２つの支持プレート２５、２６の間の中央で最小である。
【００１３】
　その際、破壊時の引張応力を、破壊時に存在する最小の曲げ半径Ｒminを測定すること
によって、且つ、この値に基づく端部での相応の引張応力を測定することによって測定で
きる。ここで、引張応力σは曲げ半径に反比例する。曲げ半径Ｒminは、２つの支持プレ
ート２５、２６の間の距離に依存する。従って、試料１０の破壊時の引張応力を測定する
ために、破壊の時点での２つの支持プレート５１、５２の間の距離を簡単に記録すること
ができる。
【００１４】
　この方法における測定領域の長さは可変であるが、しかし、端部の強度が大きいほど短
くなる。一般に、著しく大きな製品の強度を見積もるために、小さい試料における測定結
果が使用される。その場合、破損確率を計算するために以下の関係を使用できる：
　（１）　Ｆproduct＝１－（１－Ｆsample）

L

　前記指数Ｌは
　（２）　Ｌ＝Ｌproduct／Ｌsample

によって与えられる。
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【００１５】
　ここで、ＦsampleおよびＦproductは、それぞれ測定試料および最終製品の破損確率で
あり、Ｌsampleは測定試料上での測定長であり、且つＬproductは最終製品の端部長であ
る。
【００１６】
　理解されるとおり、製品の端部長と試料との間の比は前記式の指数の中にあり、この理
由のために結果に及ぼす影響が非常に大きい。相応して、指数が大きくなると製品の計算
された破損確率における不確実性も上昇する。
【００１７】
　２点曲げ法においては、この方法による非常に短い測定長ゆえに、大きな製品について
は、この比ひいては破損確率の測定における不確実性が非常に大きい。さらに、「低減さ
れた試料の長さ」は、Ｌproduct／Ｌsampleの比の中に含まれ、且つ、各々の試料につい
て個々に計算されなければならない。これは、曲げ応力が試料の長さにわたって分布され
、従って一定の応力を使用して「架空の」測定長を計算しなければならないという事実に
起因する。追加的な仮定がこの計算に含まれ、且つ、大きな試料に対して結果の不正確性
がさらに高まる。
【００１８】
　この方法においては試料１０の全体が曲げられるので、試料１０の両方の端部も常にそ
れらの強度に関して試験される。試料１０において、２つの端部が異なった方法で製造さ
れる場合、この測定方法は、強度品質が悪い方を製造する製造方法を試験するためにのみ
使用できる。
【００１９】
　以下で本発明を薄いガラスのストリップ状の試料に基づく例示的な実施態様において記
載する。しかしながら、本発明を同様の方法で他のプレート状の部品に適用することもで
きる。特段記載されない限り、薄いガラスまたは薄いガラス試料の代わりに、他の脆性材
料、特にガラスセラミックまたはセラミックを使用することも可能である。
【００２０】
　要約すると、現在慣例的な測定方法の欠点は以下の点で構成される：
　・　測定長が非常に短い。このことが、大きな試料についての再計算において大きな不
確実性をもたらす、
　・　試料の長さにわたる応力分布が不均一である。このことも、大きな試料についての
再計算においてさらなる不確実性をもたらす、
　・　両方の端部が等しく応力に供されるので、異なって製造された端部を互いに独立し
て測定できない、
　・　試料全体が曲げられるため、表面領域も曲げ軸の方向における高い引張応力下にあ
り、その結果、端部および表面の品質次第では破壊が表面で起こり得る、
　・　該方法は均質な厚さの試料のためのみに適しており、なぜなら、そうでなければ、
生じる曲げ変形の計算のために使用される近似法がもはや有効ではないからである。
【００２１】
　本発明による測定方法および測定装置は、実質的に、これまで慣用の２点曲げ法の上述
の５つの欠点の全てを解決する：
　・　実質的に任意の長さの試料を使用できる、
　・　試料における応力が、測定範囲にわたって充分に一定である、
　・　試料の２つの端部で引張応力が著しく異なるので、破壊は１つの端部に優先的に起
因し、前記端部を予め規定することができ、ひいては他の端部と充分に独立して調査する
ことができる、
　・　表面上の引張応力は、印加された応力プロファイルによって著しく低減される、
　・　試料の厚さ分布が既知である、不均質な厚さの試料もこの方法で調査することがで
き、なぜなら応力分布を計算するための分析的な解法が存在するからである。
【００２２】
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　前記の課題は、長い試料が短い端部で引き離される本発明によって解決される（引張試
験）。これによって力が伝達される点は、好ましくは試料の基底面の重心に隣接する。力
が伝達される点が重心にある場合、試料の幅全体にわたって一定の引張応力が生じる。力
が伝達される点のシフトは追加的なトルクを付与し、それが典型的には線形または少なく
ともほぼ線形に下降する応力曲線をもたらすが、しかしいずれにせよ、それは端部に起因
し、試料の幅全体にわたる。
【００２３】
　力が伝達される点の、または試料の短い端部沿いのその位置の適切な選択によって、試
験される端部および対向する端部での応力の間の比を調整することが可能であり、その結
果、選択された端部の試験が可能である。
【００２４】
　従って、本発明は、脆性材料製のプレート状の部品の端部の強度を測定する方法を提供
し、その際、対向する２つの側面および試料の長手方向に延びる２つの縦方向の端部を有
する脆性材料製のストリップ状の試料を準備する。ストリップ状の試料の２つの端部の各
々を保持具に接続する。その後、２つの保持具を引き離すことにより、ストリップ状の試
料が、試料の長手方向に向く引張応力に供される。ここで、引張応力が、試料の縦方向の
２つの端部の間を走る中心線に関して非対称的に伝達されることにより、縦方向の端部の
一方に、縦方向の反対側の端部よりも高い引張応力が印加される。その後、試料が破壊す
るまで引張応力を増加し、且つ、試料の破壊時の引張応力を記録する。この代わりに、予
め規定された最大値が達成される程度まで引張応力を増加させることもできる。その際、
試料が引張応力の最大値に耐えるかどうかを測定することができる。この方法で、プレー
ト状の材料が、端部強度における特定の要求を満たすかどうかを測定することが可能であ
る。
【００２５】
　試料が破壊するまで応力を受ける場合、ガラスの強度の統計的なパラメータを測定する
ために、上述の方法をいくつかの試料で繰り返す。好ましくは、統計的な強度のパラメー
タ、例えばワイブル分布を測定するために、少なくとも１０、好ましくは少なくとも２０
の試料を試験する。予め規定された引張応力の最大値までの荷重を用いた実施態様のため
に、統計的な値、例えば破損確率を測定するためにいくつかの試料を使用する方法を繰り
返すことが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】プレート状の脆性破壊部品の破壊強度を測定するための従来の測定装置。
【図２】脆性材料製のストリップ状の試料であって、その端部に本発明による測定装置の
保持具を備えられた前記試料。
【図３】図２に図示された装置の試料端部上の平面図。
【図４】ストリップ状の試料における同一の機械的応力の線（等値線）の分布。
【図５】本発明による方法を行うための測定装置。
【図６】本発明によって測定された曲げ半径を有するガラスリボンのロール。
【図７】破壊試験から得られた統計的パラメータの関数としての、ガラス物品の曲げ試験
のための最大曲げ半径および最小曲げ半径。
【図８】破壊試験から得られた統計的パラメータの関数としての、ガラス物品の曲げ試験
のための最大曲げ半径および最小曲げ半径。
【図９】破壊試験から得られた統計的パラメータの関数としての、ガラス物品の曲げ試験
のための最大曲げ半径および最小曲げ半径。
【図１０】ローリングにより、予め規定された曲げ半径を有する局所的な曲げが印加され
たガラスリボンの形態でのガラス物品。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本方法を説明するために、図２は、ストリップ状の試料１を１つの側面１０における平
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面図で示す。図３は、該装置を縦方向の１つの端部１２における平面図で示す。試料１が
ストリップ状の形状をしているので、それは長手方向５に延びる２つの縦方向の端部１２
、１３を有する。それぞれの保持具２または４が、ストリップ状の試料１の端部１５、１
６で固定される。
【００２８】
　試料１は実質的に任意の長さのものであってよい。しかしながらそれは、縦方向の端部
の測定範囲において充分に均質な応力プロファイルに調節するために、好ましくは底端部
の長さの少なくとも２倍の長さを有するべきである。従って、好ましくは長さが幅の少な
くとも２倍長い試料が使用される。例示的な実施態様によれば、寸法２０ｍｍ×５０ｍｍ
を有する試料が使用される。
【００２９】
　図に示されるような保持具２、４の特別な形態に限定されることはなく、一般に金属が
保持具用の材料として好ましい。金属は脆性材料、例えば特にガラスと比べてより大きな
引張力を吸収することができる。しかしながら、引張応力に関してより強い他の材料も保
持具として考慮に入れられる。例えば、プラスチックまたは複合材料を保持具のために使
用することもできる。
【００３０】
　２０～３００μｍの範囲の厚さを有する薄いガラスを試験するために、例えば好ましく
は０．１ｍｍ～０．５ｍｍの範囲の厚さを有するプレート状の保持具２、４が好ましい。
例示的な実施態様によれば、図２および３に示される保持具２、４は厚さ０．２ミリメー
トルを有する。しかしながら明らかに、本発明の適用性に関して、ガラスの厚さについて
の制限はない。従って、より厚いガラス、例えば１．５ｍｍまでの厚さを有するガラスを
、必要があれば相応のより厚い保持具２、４を用いて本発明による方法によって試験する
ことができる。
【００３１】
　本発明による方法を、特に薄いガラス試料、例えば｛１０μｍ、１５μｍ、２０μｍ、
２５μｍ、３０μｍ、３５μｍ、４０μｍ、４５μｍ、５０μｍ、５５μｍ、６５μｍ、
７０μｍ、７５μｍ、８５μｍ、１００μｍ、１１０μｍ、１２０μｍ、１４５μｍ、１
６０μｍ、１８０μｍ、２００μｍ、２１０μｍ、２５０μｍ｝の集合からの厚さｔを有
するガラスに適用できる。
【００３２】
　保持具２、４上に印加された引張応力を、固定具を介して、ひいてはストリップ状の試
料１上に伝達するために、保持具２、４は各々、力の伝達具を有し、それはここでは鳩目
２０の形態である。例えば、鳩目２０を引張装置の適した固定具内で吊り下げることがで
きる。保持具２、４は、力の伝達具が試料１の端部１２、１３の１つに向かってストリッ
プ状の試料１の中心線１８に対して偏るように、試料１に固定される。力の伝達具は、力
の伝達点（引張力の分布の重心を意味する）を規定する。鳩目２０またはそれらと相補性
のピンが力の伝達具として使用される場合、力の伝達点は典型的には鳩目またはピンの中
心に位置する。
【００３３】
　好ましくは、保持具２、４は試料１の端部１４、１５に接着接合部７によって接続され
る。接着接合部７として、一成分系または二成分系の接着剤を使用することが可能である
。本発明のさらに他の実施態様によれば、両面接着テープも可能である。接着による取り
付けは、保持具の固定部１４内で行われる。この場合、固定部１４は試料１と重なる保持
具２、４の一部であり、且つ、示された例においては、試料１とそれぞれの保持具２、４
とを固定する表面領域を規定する。
【００３４】
　図２および図３に基づいて示されるとおり、試料１は、好ましくは引張方向に対して交
差する方向で可能な限り大きい幅を有する表面領域にわたって、それぞれの保持具２、４
に接続される。結果として、試料１内での引張応力の分布は、可能な限り保持具２、４の
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近くで既に可能な限り線形である。試料の幅の大部分にわたって延びる、試料１に対する
保持具２、４の平坦な接続のおかげで、試料１内の過剰な引張応力も可能な範囲で防止さ
れる。
【００３５】
　これを強調するために、図４は試料１における応力分布のシミュレーションを示す。１
つだけの保持具および試料１の１つの縦方向の断面を図示する。好ましくは同様の保持具
２、４を使用する場合、応力プロファイルも試料１の中心に対して対称である。図４で図
示されるケースでは、力の伝達点または鳩目２０の位置は、縦方向の端部１３での応力が
正確にゼロになるように選択される。
【００３６】
　応力分布は引張応力の等値線２２に基づいて図示され、前記等値線は量に関して同一の
引張応力の線である。力の伝達具としての鳩目２０は図４の図面において試料１の中心線
１８に関して、縦方向の端部１２に向かう方向に偏っている。従って、縦方向の端部１２
では、対向する縦方向の端部１３よりも高い引張応力が印加される。
【００３７】
　図４の基本において理解されるとおり、引張応力の等値線は、保持具２の固定部１４か
らの縦方向の短い距離の後で既に、縦方向の端部１２に対して並行である。その際、この
領域において、縦方向の端部１２での引張応力も一定のままである。そのように変化しな
い引張応力を、試験されるべき縦方向の端部の最大限可能な長さにわたって得るためには
、上記のとおり、固定部１４が、ストリップ状の最大限可能な試料の幅にわたって延びて
いることが有利である。従って一般に、図２～４に示される保持具２、４の特別な設計に
限定されることはなく、本発明の好ましい実施態様によれば、保持具２、４の少なくとも
１つが平坦に試料１に接続され、その際、固定する表面領域は、ストリップ状の試料の幅
の少なくとも３／４の幅にわたって、好ましくは少なくとも５／６の幅にわたって、およ
びより好ましくは全幅にわたって延びる幅を有する。
【００３８】
　図３の基本から理解できるとおり、特に、保持具２、４を試料１の１つの側面の上（こ
こでは側面１０の上）のみで接着により取り付けることで、一般に充分に固定される。こ
のことにより、試料１の準備が容易になる。従って、本発明の実施態様によれば、保持具
２、４は試料１の側面１０、１１の１つの片側上で固定される。このことは、２つの側面
１０、１１の間での応力において本質的に違いをみちびく。しかしながら、応力における
それらの違いは無視できることが判明している。より大きな力では、試料の湾曲が生じる
ことがある。この場合、第二の保持具を対向する側面に鏡面対称で固定することができる
。
【００３９】
　図２～図４の例に基づき、本発明のさらに他の有利な改良態様が理解できる。試験され
るべきガラスの端部（前記例においては、縦方向の端部１２）と、保持具２、４の端部と
の間に重なりはない。その代わりに、金属の保持具の端部が短い試料端部上を試料１内へ
と走る。この理由は、試料の端部と保持具の端部とが交差する点で、脆性材料内、例えば
特にガラス内に引張応力が生じ、それらの応力が測定範囲における応力よりも明らかに大
きいことをシミュレーションが示していることである。換言すれば、保持具２、４は、試
料１の上で、固定表面領域（前記例においては固定部１４の表面領域によって与えられる
）が、試験されるべき縦方向の端部１２、つまり、より高い引張応力が作用する縦方向の
端部から距離をおいて平らに固定される。示される例において、固定部１４は、縦方向の
端部１２から、ストリップ状の試料の幅のおおよそ１／１８に相当する距離ｄだけ離れて
いる。
【００４０】
　しかしながら、距離ｄが長くなると、引張応力の等値線２２が試験されるべき縦方向の
端部で並行になり縦方向の端部に沿って引張応力が一定になる、固定部１４からの距離も
長くなる。従って、一般に例示的な実施態様に限定されることなく、本発明の改良態様に
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おいては、縦方向の端部から固定する表面領域への距離はストリップ状の試料１の幅の最
大１／１０である。他方で、上記で議論された過剰な引張応力の作用を防止するために、
本発明のさらに他の改良態様によれば、縦方向の端部１２からの固定領域の距離が少なく
とも試料１の厚さと同じぐらいの長さであることが一般に好ましい。それらの上述の改良
態様は、耳部（ｂｏｒｄｅｒ）のない周縁部のために特に適している。対照的に、ガラス
板の製造に起因して耳部が存在する場合、本発明のさらなる実施態様によれば、距離ｄは
少なくとも耳部の幅と同じぐらいの長さであるべきである。換言すれば、この場合の固定
表面領域は、好ましくはそれが本質的に試料の一定の厚さの領域内で耳部に隣接するよう
に選択される。耳部は様々な製造方法、例えばダウンドロー法およびオーバーフローフュ
ージョン法によって、並びにプリフォームからガラスリボンを引き抜くことによって作り
出される。
【００４１】
　力を伝達するための保持具２、４の付近では、測定されるべき縦方向の端部において応
力は均質ではない。これは、固定部１４に隣接する試料の領域において直線的に走ってい
ない引張応力の等値線に基づき、図４において理解することができる。固定表面の深さの
ほぼ２倍のガラス底端部からの距離のところでのみ、変化しない引張応力が試験されるべ
き縦方向の端部に印加される。
【００４２】
　力を伝達するための保持具２、４の周辺領域において、端部の応力は、底端部からさら
に離れた測定領域よりも著しく小さい。この「保持部領域」において破壊が生じるならば
、該試料は破棄されるべきである。
【００４３】
　力とトルクとの両方のバランスが試料中で支配的でなければならないという手がかりを
通じて、均質な厚さを有する単純な場合の縦方向の端部１２、１３での応力を測定するこ
とが可能である。以下の関係が力のバランスに当てはまる：
　（３）　力のバランス：
【数１】

【００４４】
　以下の関係がさらに当てはまる：
　（４）　トルクのバランス：
【数２】

【００４５】
　ここで、Ｆzは引張力であり、且つσは試料１における応力分布である。ｘsは重心のｘ
座標であり（ｘ軸は試料の幅に沿って、または引張方向に対して垂直に走る）、且つ、以
下によって計算される：
　（５）　底領域の重心：

【数３】

【００４６】
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　さらに、線形の応力曲線が試料１の２つの縦方向の端部１２、１３の間で支配的であり
（引張方向に対して垂直、または試料の端部に対して垂直な方向を示すｘ方向において）
、且つ応力が試料の厚さ（ｙ方向）にわたって均質であることを考慮に入れる場合、以下
の関係が生じる：
　（６）　線形の応力曲線
【数４】

【００４７】
　従って、各々の試料について、試料中での応力分布を力の伝達点ｘFの関数として計算
することができる。これは特に、厚さ分布が既知である場合の不均質な厚さの試料につい
て当てはまる。技術的な手法を使用することによって、例えば有限要素法計算によって応
力の分布を計算すること、および特に任意の形状および厚さの分布の試料についてそれを
行うことが可能である。
【００４８】
　さらには、引張応力が試料の幅全体にわたって存在する必要はない。その代わりに、引
張応力が縦方向の端部の１つで消滅すること、またはさらには、試験されるべき縦方向の
端部に対向する縦方向の端部で圧縮応力が存在することが可能である。しかしながら、圧
縮力に供される端部は湾曲が回避されなければならない。縦方向の端部（図２の例におい
ては縦方向の端部１２）で、引張応力が対向する縦方向の端部（図２における縦方向の端
部）よりも実質的に大きくなるように、引張応力を導入できることもさらに有効である。
このように、破壊は主により大きな応力に供される端部に由来する。
【００４９】
　式（６）および図４の例によれば、一方の縦方向の端部から他方の縦方向の端部へと下
降する応力曲線に起因し、該領域は２点曲げ法の場合よりも著しく少ない応力に供される
。それに応じて、表面領域の破壊は遙かによりまれにしか生じない。
【００５０】
　図５は、脆性材料製のストリップ状の試料１の端部強度を測定するための装置２９の例
示的な実施態様を示す。
【００５１】
　プレート状の脆性材料の端部強度を測定するための本発明による装置２９は一般に、例
示的な実施態様に限定されずに、
　・　脆性材料製のストリップ状の試料１の端部を固定するための２つの離れた保持具２
、４、並びに
　・　前記保持具２、４の１つに引張力を印加し、保持具２、４に固定されたストリップ
状の試料１の長手方向に引張力が伝達するように設定されている引張試験装置３０
を含み、その際、
　・　引張試験装置３０は、さらに、引張力が連続的に増加し、且つ印加された引張力下
で試料が破壊する際に、引張力の、または引張力に相応する値の現在の値が表示または記
録されるように設定される。ここでもまた、予め規定された引張力になるまで引張力を増
加させることができ、その際、引張試験装置３０は試料が引張力または引張力に相応する
値の予め規定された最大値に耐えるかどうかを記録するように設定される。既に説明され
たとおり、保持具２、４は、引張試験装置３０の引張力を保持具２、４に伝達するための
力の伝達具を有し、その際、それらの力の伝達具は、引張方向に対して垂直に見た場合に
保持具２、４の固定部１３の中心に対し側方に偏って配置されるので、保持具２、４に固
定された試料１の縦方向の端部１２、１３上の引張力が異なる。
【００５２】
　測定された値の間違いを防ぐために、試験の間、試料１のいかなるよじれも防がれる場
合が有利である。このために、本発明の改良態様によれば、図５内に示される例のように
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、２つの可動台部３７が使用され、その両方は同一のガイドレール３９の上を走り、従っ
て互いに関して軸に沿って動くことができるのみである。可動台部３７の各々の上にピン
３１が位置しており、そこで鳩目２０を用いて保持具２、４を吊すことができる。
【００５３】
　本発明の改良態様によれば、引張試験装置３０は、気圧式または液圧式の引張装置３２
を含む。このために、図示された例において可動台部３７の１つを、気圧式シリンダを介
してガイドレール３９の載置フレームに接続する。引張装置３２に加圧下で作動流体が供
給されると、気圧式シリンダが可動台部３７に力を印加し、可動台部がガイドレールに沿
って対向する保持具４から離れた方向に向けられる。
【００５４】
　液圧式または気圧式引張装置３２が有利であり、なぜなら作動流体３５の圧力に基づき
試料に印加される引張力を容易に計算できるからである。従って、本発明の他の改良態様
によれば、気圧式または液圧式の引張装置３２の作動流体３５の圧力を記録するための圧
力センサ３４が備えられる。従って、作動流体の圧力は引張力に相応する値を表す。作動
流体３５として適しているのは例えば空気である。
【００５５】
　圧力センサ３４は、圧力値を記録および／または表示できる記録装置４０に接続される
。作動流体３５の圧力が圧力源３６によって連続的に増加され、且つ試料１が加圧された
作動流体３５によって印加された引張力下で破壊する場合、引張力の、または引張力に相
応する値の現在の値を記録装置４０によって表示および／または記録する。
【００５６】
　圧力源を、記録装置４０によって、またはオーバーライディング制御装置によって、圧
力が徐々に増加するように制御することもできる。しかしながら、単純な実施態様によれ
ば、圧力源３６を、作動流体３５の圧力が時間制御で増加するように設定することもでき
る。
【００５７】
　試料１が破壊する時点を測定するための、およびこの時点で印加された引張力を読み取
るもしくはメモリに保存するための様々な方法がある。例えば、圧力の経過を記録し、且
つ破壊により試料の反力が急激に喪失することに基づき、圧力の急峻な低下が起きたら、
その低下の前に支配的である値を表示および／または記録することができる。他の単純な
可能性は、試料１が破壊する際に移動する可動台部３７によって作動されるスイッチ４２
を備えることである。その際、スイッチ４２によって発せられたスイッチの信号が、引張
力の、または相応する値、例えば図５の例における圧力センサ３４の測定された圧力の値
の、現在の値を記録する契機となる。
【００５８】
　試料１を試験するための引張力を液圧式または気圧式で生成することは、他の特別な利
点をもたらす。複数の気圧式または液圧式の引張装置３２を圧力源３６に同時に接続する
ことができる。従って、引張装置３２を使用して複数の試料１を同時に試験することも可
能である。引張装置３２が同一である場合、作動流体の圧力は、試料１への同一の引張力
の印加をもたらす。その際、作動流体の引張力または圧力を、全ての試料１が破壊するま
で連続的に増加させることができる。各々の破壊が検出され且つ破壊時点での引張力また
は引張力に相応する値がそれぞれ記録される。
【００５９】
　従って、本発明の実施態様によれば、複数の試料を、それらの２つの保持具２、４のと
ころで同時に引っ張るかまたは引き離し、その際、試料を引き離すための引張力は、慣例
的な加圧作動流体を用いて気圧式または液圧式で生成される。
【００６０】
　本発明はとりわけ、曲げ荷重下での破壊確率分布のパラメータを測定し、且つ、それら
のパラメータに基づき、試験された脆性材料製の物品が耐えることができる曲げ半径を充
分に高い確度で測定するために適している。該方法において、予め規定された最大破損率
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での曲げ荷重下で予め規定された寿命を測定することも可能である。これについての用途
は、薄いガラスリボンの巻き取りである。かかる巻き取りは、製造された直後のガラスリ
ボンを切り分ける必要がない。その代わりに、長いガラスリボンを前記のように保管およ
び／または輸送でき、後の時点でそれをさらに解き且つ切り分けることによりさらに加工
する。ここで、ガラスリボンの長さが長いので（典型的な長さは例えば２０～３００メー
トルである）、破壊確率も増加するという問題がある。しかしながら、単独の破壊は一般
に、ガラスのロール全体が使用不能であるという結果になる。
【００６１】
　従って、本発明の態様によれば、本発明はプレート状のガラス物品の製造に関し、その
際、かかるガラス物品の試料についての端部強度を本発明による方法によって検査し、そ
の端部強度に基づいて最小の曲げ半径を測定し、且つ、好ましくは前記試料が得られたガ
ラス物品と同様である他のガラス物品を曲げ、その際、曲げ半径は測定された最小曲げ半
径以上である。同一の厚さの同一のガラスから製造され且つ同様に製造された端部を有す
るガラス物品が、同様のガラス物品としてみなされる。
【００６２】
　特に、上記のとおり、ガラス物品はガラスリボンであってよく、その際、ガラスリボン
はその製造後に巻取られてロールを形成し、その際、ガラスのロール内側の巻き半径は最
小曲げ半径以上である。
【００６３】
　図６はそのようなガラス１００のリボンで構成されたそのようなガラスロール１０３を
示す。ガラスのロールの内側１０４は、巻取られたガラスリボン１００の最内層によって
形成され、その際、コア上にガラスリボン１００を巻くことも可能である。らせん巻きの
結果、ガラスリボン１００の個々の層の曲げ半径は、外側に向かってより大きくなる。従
って、破壊確率について支配的な要素である最小曲げ半径は内側１０４に存在する。さら
に、ガラス材料を保護するために、シート材料１０７がそれに巻き込まれ、ガラスリボン
１００の個々の層が互いの上部に直接的に存在せずに、シート材料１０７によって分離さ
れることができる。以下でさらに議論されるとおり、ガラス物品、例えばガラスのロール
１００を、本発明の手段によって、保証された強度の観点で最適化することができ、同時
に、最もコンパクトな寸法が可能である。
【００６４】
　ガラス物品は好ましくはリチウムアルミニウムシリケートガラス、ソーダライムシリケ
ートガラス、ボロシリケートガラス、アルカリアルミノシリケートガラス、または無アル
カリまたは低アルカリアルミノシリケートガラスで構成される。そのようなガラスは、例
えば引き出し法、例えばダウンドロー法、オーバーフローフュージョン法によって、また
はフロート技術を用いて製造される。
【００６５】
　有利には、鉄が少ない、または鉄不含のガラス、特にＦｅ2Ｏ3含有率が０．０５質量％
未満、好ましくは０．０３質量％未満であるものを使用でき、なぜなら、前記ガラスは低
減された吸収率を有し、従って特に透過率の増加を可能にするからである。
【００６６】
　しかしながら、他の用途のためには、灰色のガラスまたは着色ガラスも好ましい。
【００６７】
　１つの実施態様によれば、その用途のために予め応力をかけられたガラスまたはガラス
セラミックが使用される。このガラスまたはガラスセラミックを、イオン交換によって化
学的に、熱的に、または熱および化学的な方法の組み合わせによって予め応力をかけるこ
とができる。
【００６８】
　光学ガラス、例えば重フリントガラス、重ランタンフリントガラス、フリントガラス、
軽フリントガラス、クラウンガラス、ボロシリケートクラウンガラス、バリウムクラウン
ガラス、重クラウンガラス、またはフッ素クラウンガラスもガラス材料としてはたらくこ
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とができる。
【００６９】
　有利には、鉄が少ない、または鉄不含のガラス、特にＦｅ2Ｏ3含有率が０．０５質量％
未満、好ましくは０．０３質量％未満であるものを使用でき、なぜなら、前記ガラスは低
減された吸収率、ひいては特に増加した透過率を有するからである。
【００７０】
　しかしながら、他の用途のためには、灰色のガラスまたは着色ガラスも好ましい。
【００７１】
　本発明は特に、既に高い強度であるガラスの機械的特性を最適化するために適している
。高強度のガラスは、典型的にはガラスも高い機械的負荷にさらされる用途のために使用
される。従って、そのようなガラスは表面領域において作用する曲げ応力に耐えるように
設計されている。この場合特に、ガラスの端部は著しく弱い点になる。最終的に、高強度
のガラス製のガラス板は実際に、板の端部が傷を有し且つ曲げ荷重にも供される場合にす
ぐに割れる。その際、例えば個々のガラス板が大きな板を分割することによって仕上げら
れる場合に、端部がそれらの品質において一定のままであるかどうかを本発明の手段によ
って調査することが可能である。例えば摩耗のせいで、切断用ホイールがガラス端部に損
傷を残す場合が考えられる。この場合、ガラス板全体の強度が著しく低下する。その際、
該方法を使用して、製造された製品におけるそのような変化を非常に正確に測定し、且つ
、端部の形成における改善の効率を試験することができる。本発明によって端部強度をモ
ニターすることによって強度の増加を達成できる高強度のガラスを以下に示す。
【００７２】
　１つの実施態様によれば、以下の構成を有するガラスが適しており、ここで、モル組成
はモルパーセントで示されている：

【００７３】
　さらに、フッ素のモル含有率のＢ2Ｏ3のモル含有率に対する商、即ちＦ／Ｂ2Ｏ3が、０
．０００３～１５、好ましくは０．０００３～１１、特に好ましくは０．０００３～１０
の範囲内であることが補助条件として適用される。それらのガラスは化学的に予め応力を
かけられていてよく、且つ、モバイル用のディスプレイにおいてカバーガラスとして使用
できる。
【００７４】
　この場合、組成物は好ましくは以下の成分を含有する：
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　特に好ましくは、組成物は以下の成分を含有する：
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【００７６】
　本発明の改良態様によれば、以下から構成されるガラス組成のボロシリケートガラスが
好ましい（質量％）：

並びに、適宜、着色酸化物の添加剤、例えばＮｄ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＣｏＯ、ＮｉＯ、Ｖ2

Ｏ5、Ｎｄ2Ｏ3、ＭｎＯ2、ＴｉＯ2、ＣｕＯ、ＣｅＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、希土類酸化物：　含有
率０～５質量、または、「黒ガラス」のためには含有率０～１５質量％、並びに、清澄剤
、例えばＡｓ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｏ3、ＳｎＯ2、ＳＯ3、Ｃｌ、Ｆ、ＣｅＯ2：　０～２質量％。
【００７７】
　無アルカリボロシリケートガラスは、ガラスの他の適した群を構成する。この場合、以
下の組成（質量パーセント）が好ましい：
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【００７８】
　それらのガラスはＵＳ２００２／００３２１１７号Ａ１内にも記載されており、その内
容も、ガラス組成およびガラス特性に関する全範囲において本願の対象を構成する。この
類のガラスは、商品名ＡＦ３２として本出願人によって販売されている。
【００７９】
　以下の表は、さらなる無アルカリボロシリケートガラスの成分の含有率を示し、並びに
右の欄においてはこのガラスに基づく同様の特性を有するガラスの類の組成範囲を示す：

【００８０】
　好ましいガラスの種類のさらに他の分類は、以下の組成（質量パーセント）を有するボ
ロシリケートガラスを含む：

【００８１】
　このガラス分類のガラスは、ＳｃｈｏｔｔガラスＤ　２６３である。より正確な組成を
有するガラスは、ＵＳ２０１３／２０７０５８号Ａ１内にも記載されており、その内容も
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【００８２】
　ソーダライムガラスも適している。以下の表に挙げられているのは、２つの例示的な実
施態様および好ましい組成範囲による成分の質量パーセントでの割合である：
【表１】

【００８３】
　ガラス２は、フロート法によるシートガラスの製造のために特によく適している。
【００８４】
　１つの実施態様によれば、さらにガラスとして以下から構成される組成のソーダライム
シリケートガラスが使用される（質量％）：

並びに、適宜、着色酸化物の添加剤、例えばＮｄ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＣｏＯ、ＮｉＯ、Ｖ2

Ｏ5、Ｎｄ2Ｏ3、ＭｎＯ2、ＴｉＯ2、ＣｕＯ、ＣｅＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、希土類酸化物：　含有
率０～５質量、または、「黒ガラス」のためには含有率０～１５質量％、並びに、清澄剤
、例えばＡｓ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｏ3、ＳｎＯ2、ＳＯ3、Ｃｌ、Ｆ、ＣｅＯ2：　０～２質量％。
【００８５】
　本発明のさらに他の実施態様によれば、以下から構成される組成のリチウムアルミニウ
ムシリケートガラスがガラス材料として使用される（質量％）：
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並びに、適宜、着色酸化物の添加剤、例えばＮｄ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＣｏＯ、ＮｉＯ、Ｖ2

Ｏ5、Ｎｄ2Ｏ3、ＭｎＯ2、ＴｉＯ2、ＣｕＯ、ＣｅＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、希土類酸化物：　含有
率０～１質量％、並びに、清澄剤、例えばＡｓ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｏ3、ＳｎＯ2、ＳＯ3、Ｃｌ、
Ｆ、ＣｅＯ2：　０～２質量％。
【００８６】
　以下から構成されるガラス組成のアルカリアルミノシリケートガラスが担体材料として
の使用のためにさらに好ましい（質量％）：

並びに、適宜、着色酸化物の添加剤、例えばＮｄ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＣｏＯ、ＮｉＯ、Ｖ2

Ｏ5、Ｎｄ2Ｏ3、ＭｎＯ2、ＴｉＯ2、ＣｕＯ、ＣｅＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、希土類酸化物：　含有
率０～５質量、または、「黒ガラス」のためには含有率０～１５質量％、並びに、清澄剤
、例えばＡｓ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｏ3、ＳｎＯ2、ＳＯ3、Ｃｌ、Ｆ、ＣｅＯ2：　０～２質量％。
【００８７】
　以下から構成されるガラス組成の無アルカリアルミノシリケートガラスが担体材料とし
てさらに好ましく使用される（質量％）：
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並びに、適宜、着色酸化物の添加剤、例えばＮｄ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＣｏＯ、ＮｉＯ、Ｖ2

Ｏ5、Ｎｄ2Ｏ3、ＭｎＯ2、ＴｉＯ2、ＣｕＯ、ＣｅＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、希土類酸化物：　含有
率０～５質量、または、「黒ガラス」のためには含有率０～１５質量％、並びに、清澄剤
、例えばＡｓ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｏ3、ＳｎＯ2、ＳＯ3、Ｃｌ、Ｆ、ＣｅＯ2：　０～２質量％。
【００８８】
　以下から構成されるガラス組成の低アルカリアルミノシリケートガラスがさらに好まし
く使用される（質量％）：

並びに、適宜、着色酸化物の添加剤、例えばＮｄ2Ｏ3、Ｆｅ2Ｏ3、ＣｏＯ、ＮｉＯ、Ｖ2

Ｏ5、Ｎｄ2Ｏ3、ＭｎＯ2、ＴｉＯ2、ＣｕＯ、ＣｅＯ2、Ｃｒ2Ｏ3、希土類酸化物：　含有
率０～５質量、または、「黒ガラス」のためには含有率０～１５質量％、並びに、清澄剤
、例えばＡｓ2Ｏ3、Ｓｂ2Ｏ3、ＳｎＯ2、ＳＯ3、Ｃｌ、Ｆ、ＣｅＯ2：　０～２質量％。
【００８９】
　例えば薄いガラス、例えばＳｃｈｏｔｔ　ＡＧ、Ｍａｉｎｚの、商品名Ｄ２６３、Ｄ２
６３　ｅｃｏ、Ｂ２７０、Ｂ２７０　ｅｃｏ、Ｂｏｒｏｆｌｏａｔ、Ｘｅｎｓａｔｉｏｎ
　Ｃｏｖｅｒ、Ｘｅｎｓａｔｉｏｎ　ｃｏｖｅｒ　３Ｄ、ＡＦ４５、ＡＦ３７、ＡＦ　３
２、またはＡＦ３２　ｅｃｏとして市販されているものを使用することが可能である。
【００９０】
　他の実施態様において、脆性材料は、ガラスセラミック、特にガラスセラミック板の形
態であり、その際、ガラスセラミックはセラミック化されたアルミノシリケートガラスま
たはリチウムアルミノシリケートガラス、特に化学的および／または熱的に硬化された、
セラミック化されたアルミノシリケートガラスまたはリチウムアルミノシリケートガラス
で構成される。他の実施態様において、脆性材料はセラミック化可能な出発ガラスを含み
、前記出発ガラスは燃焼に際してセラミック化するか、または熱の作用下で連続してセラ
ミック化され、且つそのことによって高められた防火安全性がもたらされる。
【００９１】
　好ましくは、出発ガラスの以下の組成を有するガラスセラミックまたはセラミック化可
能なガラスが使用される（質量％）：
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【００９２】
　他の実施態様において、以下の組成を有するガラスセラミックまたはセラミック化可能
なガラスが出発ガラスとして好ましく使用される（質量％）：

【００９３】
　他の実施態様において、以下の組成を有するガラスセラミックまたはセラミック化可能
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なガラスが出発ガラスとして好ましく使用される（質量％）：

【００９４】
　ガラスセラミックは好ましくは高石英混晶またはキータイト混晶を支配的な結晶相とし
て含有する。微結晶の大きさは好ましくは７０ｎｍ未満、より好ましくは５０ｎｍ以下、
最も好ましくは１０ｎｍ以下である。
【００９５】
　その際、本発明による方法または装置は、大きな表面積を有するガラス物品、例えば薄
いガラスリボン１００、特に巻かれた薄いガラスリボン１００を有するガラスのロール１
０３の形態での前記ガラスリボンのための破壊試験を、ガラス物品が破壊されないことを
確実にして、特に曲げ荷重に起因する規定された引張荷重に耐えるように特定するために
も適している。このために、ガラス物品をさらに使用するか、またはさらに加工する前に
、ガラス物品を規定された曲げ荷重に供し、前記の規定された曲げ荷重は本発明による方
法によって得られたデータを使用することによって示される。従って、その際、ガラス物
品はいかなる場合でも、破壊することなく非常に高い確率でこの大きさの曲げ荷重に耐え
る。本発明のこの実施態様を、以下でより詳細に説明する。
【００９６】
　プレート状の脆性材料の端部強度を測定するための本発明による方法において、破壊応
力σ1・・・σNについてのＮ個の値で構成されるランダム試料を採用し、且つ値

【数５】

がそこから計算され、ここで、Ｅはガラスの弾性率を示し、且つｔiはｉ番目の試料の端
部での厚さを示す。値Ｒiは、端部に同一の引張応力で応力がかけられた際の引張応力に
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相応する曲げ半径である。これらの値から、ランダム試料について、曲げ半径についての
平均値＜Ｒ＞および分散ｓが、好ましくは以下に従って計算される：
【数６】

【００９７】
　その際、ガラス物品全体、特にガラスシートが曲げられ、その相対分散ｓ／＜Ｒ＞に依
存して、２つの曲げ方向についてのその曲げ半径ＲPTは、図７における曲線によって規定
される領域内、即ち、２つの曲線ＲPT,maxとＲPT,minとの間にある。曲がりは、ガラス物
品がローラーを通過することによって生成される。図７において示されるグラフにおいて
は、試料１が破壊した際の、ガラス物品の曲げ半径の、曲げ半径の平均値＜Ｒ＞に対する
比が、縦座標上に相対分散ｓ／＜Ｒ＞の関数としてプロットされている。
【００９８】
　ランダム試料Ｎの数が少なくとも２０であり、引張応力または相応の曲げ半径Ｒiにつ
いての最大値の１０％および最小値の１０％がランダム試料から破棄され、且つ、その残
り（いわゆる「補強されたランダム試料」）のみから、平均値および分散が式（８）およ
び（９）に従って導出される。その際、ガラス物品を、好ましくはローラー上で引っ張る
ことによって曲げることができ、相対分散ｓ／＜Ｒ＞に依存して、それらの曲げ半径ＲPT

は、２つの反対の曲げ方向についての図８内の曲線ＲPT,minおよびＲPT,maxによって定義
された領域内にある。
【００９９】
　ＲPT,maxおよびＲPT,minの値は、相対分散ｓ／＜Ｒ＞に関係する。相対分散が高い場合
、これは、破壊試験における曲げ応力または相応して曲げ半径に大きなばらつきがあるこ
とを意味する。相応して、より高いばらつきでは、ガラス物品全体の破壊試験のためによ
り大きな曲げ半径も選択されて、前記選択された曲げ半径に相応する特定の破壊強度を保
証することができる。
【０１００】
　等価なガラス物品の試料の破壊強度の相対分散に方向付けられ且つできるだけ小さな曲
げ半径を有する狭い範囲を規定する図７または図８による曲線ＲPT,max／＜Ｒ＞（ｓ／＜
Ｒ＞）とＲPT,min／＜Ｒ＞（ｓ／＜Ｒ＞）との間の曲げ半径を選択することによって、非
常に高い破壊強度を保証し、且つさらに、実際には著しく弱い点を有するガラス物品に対
する破壊試験における不合格品を制限することが可能である。
【０１０１】
　図７および図８の曲線ＲPT,max／＜Ｒ＞とＲPT,min／＜Ｒ＞との間の領域は、互いに対
してわずかに変位している。上述の両方の試験条件について、即ち、一方では図７による
ＲPT,max／＜Ｒ＞～ＲPT,min／＜Ｒ＞の範囲内の値が望まれるランダム試料、且つ他方で
は、図８によるＲPT,max／＜Ｒ＞～ＲPT,min／＜Ｒ＞の範囲内の相応の曲げ半径が生じる
、調整されたランダム試料について、包括的な範囲を特定することが可能である。このた
めに、図９は、図７および８の曲線ＲPT,max／＜Ｒ＞およびＲPT,min／＜Ｒ＞、並びに好
ましい限界値Ｒmin／＜Ｒ＞（ｓ／＜Ｒ＞）、Ｒmax／＜Ｒ＞（ｓ／＜Ｒ＞）を示し、その
間に曲線ＲPT,max／＜Ｒ＞およびＲPT,min／＜Ｒ＞がある。
【０１０２】
　従って、本発明の実施態様によれば、薄い平坦なガラス物品全体の破壊試験のための曲
げ半径は、それがＲmin／（ｓ／＜Ｒ＞）、Ｒmax／（ｓ／＜Ｒ＞）の範囲内にあるように
選択される。この場合、曲げ半径Ｒmin／（ｓ／＜Ｒ＞）、Ｒmax／（ｓ／＜Ｒ＞）につい
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て以下の関係が用いられる：
【数７】

【０１０３】
　従って、本発明は、高い破壊強度を有するプレート状のガラス物品（例えば薄いガラス
リボン１００またはガラスのロール１０３）を提供するための方法であって、
　・　プレート状の脆性材料の端部強度を測定するための本発明による方法によって、複
数の試料１（総数Ｎ）を使用して、試料１が各々破壊する引張応力を測定し、
　・　それらの値から、各々の試料１が破壊する際の引張応力に相応する曲げ半径Ｒiの
平均値＜Ｒ＞を計算し、且つ前記平均値を使用して、
　・　分散ｓを好ましくは
【数８】

によって計算し、その際、
　・　試料（１）と同じガラス材料製のガラス物品、好ましくはガラスリボン（１００）
を曲げて、前記ガラス物品が曲げ半径ＲPTまたは相応の引張応力に耐えるかどうかを試験
し、その際、
　・　前記曲げ半径ＲPTは、相対分散ｓ／＜Ｒ＞に依存する半径Ｒmin～Ｒmaxの範囲内に
あるように選択され、その際、
　・　半径ＲminおよびＲmaxは、上記の式ｉ）およびｉｉ）によって与えられる、
前記方法にも関する。
【０１０４】
　半径Ｒiを、特に式（７）によって決定できる。
【０１０５】
　本発明に関して同様のガラス材料とは、同様の端部処理を用いた、同一の組成且つ同一
の厚さのガラスであると理解されるべきである。特に、このために、試料１がそれ自体、
ガラス物品から切り出される。選択的に、試料１を、提供されるべき実際のガラス物品と
同様の方法で、前もってまたは後で製造された他のガラス物品から得ることができる。例
えば本発明による方法によって試験された試料１の端部が、それらの特性に関してガラス
物品の単数または複数の端部とは異なる場合、試料１の引張強度についての測定結果から
ガラス物品の端部強度における結論をそのまま引き出すことはもはや不可能である。
【０１０６】
　このために、図１０はガラスリボン１００の形態のガラス物品を模式的に示し、前記ガ
ラス物品は矢印に沿って進められ、且つロールまたはローラー８、９の上を導かれて、ロ
ーラー８、９によって予め規定された曲げ半径ＲPTを有する曲げがガラスリボン上に局所
的に付与される。ガラス物品は好ましくは曲げ方向とは反対の曲げを用いて試験される。
このために、図１０の例においては、ローラー８、９がガラスリボン１００の上下に配置
されて、ガラスリボンがローラー８、９の１つの周りで２つの側面１０、１１の各々のと
ころで曲げられる。
【０１０７】
　１つの実施態様によれば、好ましくは非常に大きい表面積を有し且つガラスリボンの形
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態で延伸されているガラス物品全体が、Ｒmin～Ｒmaxの範囲内の曲げ半径を有する曲げ応
力に耐えることを確認するために、その長手方向の端部がその総長の少なくとも３／４に
沿って、好ましくはその長さ全体に沿って、少なくとも曲げ半径ＲPTで曲げられる。
【０１０８】
　既に述べられたとおり、調節されたランダム試料を、値＜Ｒ＞（破壊時の曲げ半径の平
均値）およびｓ（破壊時の曲げ半径の分散）を、少なくとも２０個の試料について破壊時
の曲げ半径または引張応力を測定することによって測定するために使用することができ、
且つ式（７）を使用した再計算を行い、且つ、曲げ半径または引張応力の最大値および最
小値、好ましくは最大値および最小値の１０％を破棄し、且つ、残っている値を使用して
平均値および分散を計算する。
【０１０９】
　その際、上述の本発明の実施態様を使用して、予め規定された曲げ半径での曲げ荷重下
で保証されたまたは予め規定された破壊強度を有するプレート状のガラス物品を製造でき
、その際、それらの端部またはガラス物品の少なくとも１つの端部は、その端部の長さ全
体に沿って曲げ半径ＲPTを有する曲げ荷重に耐え、その際、上記式ｉ）、ｉｉ）に相応す
る曲げ半径は、
【数９】

の範囲内にあり、ここで＜Ｒ＞は平均値であり、且つ
【数１０】

は、ガラス物品のガラス材料と同じガラス材料製のＮ個の試料からの複数の破壊時の曲げ
半径の分散であり、試料１が各々破壊する際の曲げ半径Ｒiは、好ましくは、脆性材料製
の平坦な試料１の破壊強度を調査するための本発明による方法を用いて測定される。
【０１１０】
　ガラス物品が、少なくとも２０メートル、好ましくは少なくとも５０メートルの長さを
有する薄いガラスリボンであることが特に好ましい。好ましくは、ガラスリボン１００は
、破壊強度については少なくとも２０メートルの端部の長さ全体に沿って試験され、且つ
、ガラスリボンが耐える相応の曲げ半径を確認することが可能である。
【０１１１】
　本発明が上述の例示的な実施態様に限定されず、むしろ様々な方式に変更でき、特に、
個々の例示的な実施態様の特徴を互い組み合わせることができることは、当業者にとって
明らかである。
【符号の説明】
【０１１２】
　１　試料
　２、４　保持具
　５　１の長手方向
　７　接着接合部
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　１０、１１　１の側面
　１２、１３　１の縦方向の端部
　１４　２、４の固定部
　１５、１６　端部
　１８　中心線
　２０　鳩目
　２２　引張応力の等値線
　２５、２６　支持プレート
　２９　端部強度を測定するための装置
　３０　引張試験装置
　３１　ピン
　３２　気圧式または液圧式の引張装置
　３４　圧力センサ
　３５　作動流体
　３６　圧力源
　３７　可動台部
　３９　ガイドレール
　４０　記録装置
　４２　スイッチ
　１００　ガラスリボン
　１０３　ガラスのロール
　１０４　１０３の内側１０４
　１０７　シート材料

【図１】 【図２】
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【図７】
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